事務連絡

令和５年３月29日

　関係団体　各位

 静岡県くらし・環境部環境局生活環境課

解体等工事に係る事前調査における周知の発注者向けリーフレットについて
　

日頃から、本県の環境保全行政の推進につきましては、御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則において、建築物等の解体等工事の際には、解体等工事に係る建築材料について石綿含有の有無を事前に調査することが義務付けられています。このことについて、工事の元請業者、自主施工者だけではなく、工事の発注者に広く周知する必要があります。
このことから、３省（厚生労働省、環境省、国土交通省）合同の発注者向けリーフレットが作成され、下記のホームページに掲載されましたので、お知らせします。
つきましては、このリーフレットを貴団体の会員の皆様方にご案内いただき、発注者等への周知に御活用いただきますようお願いします。

　

記

リーフレット：https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/reform-customer.pdf
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担　当　大気水質班

電　話　054-221-2258

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  e-mail　seikan@pref.shizuoka.lg.jp

